
（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：川越市都市・地域総合交通戦略策定調査 

 

 

 

２ 調査主体：川越市 

 

 

３ 調査圏域：川越市全域 

 

 

４ 調査期間：平成27年度～平成28年度 

 

 

５ 調査概要： 

  川越市における交通を取り巻く諸課題は多様化しており、これらの課題を解決

し、かつ、持続可能な交通による望ましい将来像を実現することが求められてい

る。 

  川越市の交通の現状と課題について整理し、その結果及び「第四次川越市総合

計画」をはじめとする関連計画に掲げる将来の都市像との整合性を図りつつ交通

戦略の基本目標をまとめた「川越市都市・地域総合交通戦略」の策定を行う。 

  この交通戦略に掲げた基本目標を効果的に実現するために、全市域及び中心市

街地について期間及び関連主体を明示した具体的な施策をパッケージ化するとと

もに、交通戦略全体に係る指標と方向性毎の指標を設定し、施策の進捗状況や評

価指標の達成状況を毎年度確認し、ＰＤＣＡサイクルによる交通戦略の着実な推

進を図る。 

  



（様式－２ａ 調査概要） 

Ⅰ 調査概要 

 

１ 調査名称 

川越市都市・地域総合交通戦略策定調査 

 

２ 報告書目次 

（１） 川越市都市・地域総合交通戦略策定調査業務委託報告書 

（２） 川越市都市・地域総合交通戦略 本編 

（３） 川越市都市・地域総合交通戦略 概要版 

（４） 川越市都市・地域総合交通戦略 公表用資料 

（５） 川越市地域の交通実態に関するアンケート調査 

（６） 川越市地域の交通実態に関する交通量調査 

（７） 協議会及び庁内検討委員会・検討部会配布資料 

（８） 協議会及び庁内検討委員会・検討部会会議録 

（９） 打合せ記録 

（10） 業務計画書 

  



                                                  （様式－２ｂ 調査概要） 

３ 調査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通利用促進協議会 
 

「素案」を基に交通戦略の策定に向けた議論 
≪構成員≫ 
 ・学識経験者（埼玉大学大学院） 
 ・公共交通事業者（西武鉄道、東武鉄道、東

日本旅客鉄道、イーグルバス、西武バス、

東武バスウエスト） 
 ・運輸局（関東運輸局、埼玉運輸支局） 
 ・交通管理者（川越警察署） 
 ・道路管理者（大宮国道、川越県土） 
 ・関係団体（川越市自治会連合会、川越市女

性団体連絡協議会、川越商工会議所、川越

青年会議所、小江戸川越観光協会、埼玉県

バス協会、埼玉県乗用自動車協会、西武バ

ス労組、東武バス労組） 
 ・埼玉県（交通政策課） 
 ・川越市（総合政策部長、産業観光部長、 

都市計画部長、建設部長） 
 

川越市都市・地域総合交通戦略研究会 

・学識経験者  ・公共交通事業者 

・道路管理者  ・交通管理者 

・川越市自治会連合会・川越商工会議所 

・小江戸川越観光協会 

庁内検討委員会 
・川越市都市・地域総合交通戦略

庁内検討委員会 
・川越市都市・地域総合交通戦略

庁内検討部会 

「素案」の作成 

相互に成果を共有 

平成２７年度 

庁内検討委員会 
 
○川越市都市・地域総合交通戦略庁内検討委員

会 
都市計画部長を委員長とした関係課長級

による検討会議 
≪構成員≫ 
政策企画課、社会資本マネジメント課、財政

課、防犯・交通安全課、障害者福祉課、地域

包括ケア推進課、高齢者いきがい課、環境政

策課、産業振興課、観光課、都市計画課、都

市整備課、川越駅西口まちづくり推進室、新

河岸駅周辺地区整備事務所、道路街路課、道

路環境整備課、教育指導課、交通政策課（事

務局） 
○川越市都市・地域総合交通戦略庁内検討部会 
  交通政策課長を部会長とした関係課担当

職員による検討員会の下部組織 
 （※構成部会員は検討委員会と同じ） 

「原案」の作成 

川越市都市・地域総合交通戦略の策定 

庁議（市長・副市長・部長級） 
へ付議 パブリックコメント 

平成２８年度 

相互に成果を共有 

国土交通大臣送付・認定 



４ 委員会名簿等： 

＜川越市公共交通利用促進協議会＞ 

 所属 

会長 川越市 都市計画部 

副会長 イーグルバス(株) 

監査委員 西武バス(株) 運輸計画部 計画課 

監査委員 東武バスウエスト(株) 運輸統括部 業務課 

委員 西武鉄道(株) 鉄道本部 計画管理部 鉄道計画課 

委員 東武鉄道(株) 鉄道事業本部 計画管理部 

委員 東日本旅客鉄道(株) 大宮支社 企画室 

委員 川越市自治会連合会 

委員 川越市女性団体連絡協議会 

委員 川越商工会議所 

委員 （公社）川越青年会議所 

委員 （公社）小江戸川越観光協会 

委員 国土交通省関東運輸局 交通政策部 交通企画課 

委員 国土交通省関東運輸局 埼玉運輸支局 総務企画担当 

委員 国土交通省関東運輸局 埼玉運輸支局 輸送監査担当 

委員 国土交通省関東地方整備局 大宮国道事務所 

委員 埼玉県 企画財政部 交通政策課 

委員 埼玉県 県土整備部 川越県土整備事務所 

委員 川越警察署 交通課 

委員 （一社）埼玉県バス協会 

委員 （一社）埼玉県乗用自動車協会 

委員 西武バス労働組合 

委員 東武バス労働組合 

委員 埼玉大学大学院 

委員 川越市 総合政策部 

委員 川越市 産業観光部 

委員 川越市 建設部 

 

 

 

 

 

 

 



＜川越市都市・地域総合交通戦略庁内検討委員会＞ 

  所属 役職等 

委員長 都市計画部 部長 

副委員長 交通政策課 課長 

委員 政策企画課 課長 

委員 社会資本マネジメント課 課長 

委員 財政課 課長 

委員 防犯・交通安全課 課長 

委員 障害者福祉課 課長 

委員 地域包括ケア推進課 課長 

委員 高齢者いきがい課 課長 

委員 環境政策課 課長 

委員 産業振興課 課長 

委員 観光課 課長 

委員 都市計画課 課長 

委員 都市整備課 課長 

委員 川越駅西口まちづくり推進室 室長 

委員 新河岸駅周辺地区整備事務所 事務所長 

委員 道路街路課 課長 

委員 道路環境整備課 課長 

委員 教育指導課 課長 

 

＜川越市都市・地域総合交通戦略庁内検討部会＞ 

 検討部会は、検討委員会の下部組織であり、上表の所属の担当者で組織する。 

  



（様式－３ａ 調査成果） 

Ⅱ 調査成果 

 

１ 調査目的 

  道路等の基盤整備の進展とともに発展してきた自動車交通だが、交通渋滞の発

生や環境負荷の増大等の負の側面をもたらした。また、公共交通については、人

口減少や超高齢社会の到来によって、利用者減少に起因するサービス水準の低下

が懸念されることや高齢者の増加によるさらなる利便性の向上が必要となってい

る。 

  本市を訪れる観光客は15年間で約1.8倍に増加しており、北部市街地におい

ては、歩行者の安全対策を含め、自動車流入抑制に向けた取組が必要となってい

る。さらに、44.8％の整備率にとどまっている都市計画道路の計画的な整備、交

通空白地域等での交通手段の確保、川越駅等で増加する送迎バス等への対応、東

京2020オリンピック・パラリンピックで市内が開催地となるゴルフ競技の選手

や観客の輸送等への対応等が求められている。 

このような状況において、交通に関する様々な課題を解決し、かつ、持続可能

な交通による望ましい将来都市像を実現するためには、行政や交通事業者だけで

なく、地域住民等と連携して取組を推進していく必要がある。 

交通戦略の基本目標を「市民が暮らしやすく、訪れる人を魅了する「川越のま

ち」の活動を支える交通の実現」とし、実現に必要となる施策・事業プログラム

の策定と推進体制を構築することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 調査フロー 

 



 ３ 調査圏域図 

 

  



（様式－３ｂ 調査成果） 

 ４ 調査成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域の特性に応じた持続可能な交通ネットワークの構築 
～ 

交通戦略の基本目標 

市民が暮らしやすく、訪れる人を魅了する 

「川越のまち」の活動を支える交通の実現 

●都市基盤を強化し、交通サービスの質を高め、公共交通の乗継拠点を整備することで、地域住

民及び来街者が快適で便利に移動できる環境を実現します。 
●地域の特性を考慮しながら、そこに暮らす人々とともに支える持続可能な地域公共交通の実現

を目指します。 

方向性１ 

都心核・地域核間及び隣接する都市を結ぶ基幹的交通軸*の維持・強化 
～まちづくりを支える道路整備と基幹的公共交通の維持・強化～ 

方向性２ 

方向性３ 

都心核の特性に応じた移動環境の確保 
～人々の活力を生み出す、歩いて楽しい魅力的な中心市街地の形成～ 

●環状道路や都市計画道路の優先整備路線等、まちづくりを支える道路を整備します。 
●コンパクトかつ拠点がネットワークでつながる都市構造の実現のため、基幹的公共交通の維

持・強化を進めます。 

●自動車から徒歩、自転車、公共交通へ、中心市街地の交通モードの転換を推進します。 
●地域住民の生活利便性と歩行者にやさしい道路交通の両立を図るとともに、中心市街地の活力

を維持するため、適切な交通規制や交通円滑化方策について検討し、実施に向けて取組みます。 
●骨格となる道路の整備や主要な交差点の改良を重点的に実施し、中心市街地の交通円滑化を図

ります。 
●歴史情緒にあふれ、美しい景観を保つ北部市街地と、商業や業務の集積地として発展する川越

駅、川越市駅及び本川越駅の三駅周辺の特性に配慮した交通施策を推進します。 



●戦略の方向性 

 

  方向性１：地域の特性に応じた持続可能な交通ネットワークの構築 

施策の方針1-1 公共交通路線の維持と整備 
・ 既存の鉄道やバス路線の維持を図り、鉄道駅を中心としたバス路線の整備を進

めます。 

施策の方針1-2 交通空白地域等における交通手段の確保 
・ デマンド型交通等の新たな交通手段の導入を進めるとともに、地域が主体とな

る交通手段を検討します。 

施策の方針1-3 地域の特性に応じた乗継拠点の整備 
・ 鉄道駅の改良や鉄道駅周辺の基盤整備を進めるとともに、バスの乗継拠点の整

備に努めます。 

方向性２：都心核・地域核間及び隣接する都市を結ぶ基幹的交通軸の維持・強化 

施策の方針2-2 基幹的公共交通の維持と強化 
・ 基幹的公共交通の周辺への都市機能及び居住の誘導を図りつつ、都心核・地域

核間及び隣接する都市をつなぐ公共交通の維持・強化を図ります。 

施策の方針1-4 公共交通の利用促進 
・ モビリティマネジメントの推進や総合バスマップの作成等により、公共交通の

利用促進を図ります。 

施策の方針 2-3 東京 2020オリンピック・パラリンピックを契機とした交通アク
セス性の向上 

・ ゴルフ競技会場周辺等の交通アクセス性の向上を図ります。 
・ 観客等の輸送力強化に向けた環境を整備します。 

施策の方針2-1 交通円滑化のための道路ネットワークの整備 
・ 都市計画道路等の整備を進め、道路ネットワークの整備を推進します。 
・ 交差点改良を推進し、交通渋滞の緩和を図ります。 

施策の方針1-5 低炭素社会の実現に向けた取組の実施 
・ 公共交通の利用促進、環境性能に優れた自動車への移行、エコドライブの実践

を働きかけます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の方針3-2 中心市街地における交通渋滞の緩和 
・ 都市計画道路等の整備や交差点改良を推進します。 
・ 適切な交通規制や自動車の迂回誘導方策を検討し、実施に向けて取組みます。 
・ 北部市街地周辺においては、郊外型駐車場*を充実させ、自動車の流入抑制を
図ります。 

施策の方針3-1 歩行環境の改善と多様な移動手段の確保 
・ 地域住民及び来街者の利便性向上のため、歩行環境や自転車走行環境の改善に

取組みます。 
・ コミュニティサイクル等の多様な移動手段の充実を図ります。 

施策の方針3-3 拠点性を高める交通結節機能等の充実 
・ 川越駅周辺において、駅前広場、都市計画道路等及び送迎バス等の乗降場所を

整備し、交通結節機能等の充実と交通円滑化を図ります。 
・ 関越自動車道及び圏央道からのアクセスの良さを活かし、高速バスの充実を図

ります。 

方向性３：都心核の特性に応じた移動環境の確保 



●交通戦略の基本目標、方向性、施策の方針、施策の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1 歩行環境の改善と多様な
移動手段の確保 

2. 
都心核・

地域核間

及び隣接

する都市

を結ぶ基

幹的交通

軸 の 維

持・強化 

1-2 交通空白地域等における交
通手段の確保

交通空白地域等における交通手段の確
保 

1-3 地域の特性に応じた乗継拠
点の整備 

1. 
地域の特

性に応じ

た持続可

能な交通

ネットワ

ークの構

築 

公共交通路線の維持と整備 
川越シャトルの運行 

1-1 公共交通路線の維持と整
備 

 鉄道駅の改良及び鉄道駅周辺の基盤整備 
 バス乗継拠点の整備 
 バス待ち環境の改善 

1-4 公共交通の利用促進 

2-1 交通円滑化のための道路ネ
ットワークの整備 

都市計画道路等の整備 
交差点改良の推進 

2-2 基幹的公共交通の維持と強
化 

都市計画道路等の整備 
交差点改良の推進 
交通円滑化方策の推進 

3-3 拠点性を高める交通結節機
能等の充実

基幹的公共交通周辺の居住密度・にぎわ
いの確保 

基幹的公共交通の維持・強化 

方向性 施策の方針 施策 

3. 
都心核の

特性に応

じた移動

環境の確

保 

公共交通の利用促進 

2-3 東京 2020オリンピック・
パラリンピックを契機とした交

通アクセス性の向上 

ゴルフ競技会場周辺等の交通アクセス性向
上 

観客等の輸送力強化 

3-2 中心市街地における交通渋
滞の緩和 

1-5 低炭素社会の実現に 
向けた取組の実施 自動車の省CO2化の促進 

川越駅周辺の交通結節機能等の強化 

 交通円滑化方策の推進 
 安全で快適な歩行者ネットワークの構築 
 都市計画道路の見直し 
 安全な自転車走行空間の確保 
 中心市街地内の多様な移動手段の確保 

交通戦略の基本目標 

市民が暮らしやすく、訪れる人を魅了する「川越のまち」の活動を支える交通の実現 



●施策パッケージ（方向性1：地域の特性に応じた持続可能な交通ネットワークの構築） 

 

※1 短期:平成29年(2017)年～平成33(2021)年度 中期:平成34年(2022)年度～平成38(2026)年

度 長期:(参考)平成39(2027)年度以降 

※2 複数事業を含む 

●施策パッケージ（方向性2：都心核・地域核間及び隣接する都市を結ぶ基幹的交通軸の維持・強

化） 

 



●施策パッケージ（方向性3：都心核の特性に応じた移動環境の確保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５総合交通戦略の推進及び評価 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進 

 ①交通戦略の推進管理 

    交通戦略は、社会情勢の変化に対応しながら、適宜、変更を行います。そのために、庁内 

進行管理体制を適切に構築し、また、交通事業者、道路管理者等の関連する主体とともに進 

捗状況を確認し合いながら、管理を行います。 

 

②PDCAの概念 

    「計画（PLAN）⇒ 実行（DO）⇒ 検証（CHECK）⇒ 改善（ACTION）」を繰り返すことで、

施策の進捗状況を確認し、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

（２）推進管理・評価の方法 

①定期的な進捗状況の確認 

    施策の進捗状況や評価指標の達成状況を毎年度確認し、交通戦略の着実な推進を図りま

す。 

②交通戦略の見直し 

    社会情勢の変化と施策の推進状況等に合わせ、5年毎に交通戦略の見直しを検討しま

す。 

③情報発信 

    施策の進捗状況、評価指標の達成状況等の情報発信を行うことで、交通戦略に対する市

民の理解を得るとともに、施策への市民の協力や参画を促します。 

 


